
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例　行為別関係条項一覧表（令和８年（2026年）４月１日現在）

章 第１章　総則 第２章　開発事業の手続
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ア ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● × × × × × × ×
イ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × ×
ウ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × ×
エ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × ×
オ ● ● ● × × ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × ×
カ ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × ×
キ ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● × ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × × × × × ×
ク ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ● × ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● × ● × × × × × × ● × ● ● × × × × ● ● × × × × × × ×
ケ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ● × ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● × ● × × × × × × ● × ● ● × × ● ● × × × × × × × × ×
コ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ● × ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● × ● × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × × × × × ×
サ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● × ● ● ● × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × × × × × ×
シ ● ● ● ● × ● ● ● × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × ● × × × × ● × ● ● × × × × ● × ● × × × × × ×
ス ● ● ● ● × ● ● ● × × × ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × ● × ● × ● ● ● × × × ● × × ● × × × × ×
セ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × ● ● × × ×
ソ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × ● × ● × ×
タ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × ● × × ● ×
チ ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × × × × × × × × ● × ● ● × × × × × × × × ● × × × ●
ツ ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

章 第４章　公共公益施設の基準等 第５章　工事、検査、管理及び帰属 第６章　雑則 第７章 別表
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イ ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ウ ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
エ ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
オ × × × × × ● × × ● × × × × × × × × × × × ● × × ● × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● × × × × × × × × × × × × ×
カ ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
キ × × × × × × ● × × ● × × × × ● × × × × × ● × × ● × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● × ● ● ● ● × × × × × × × × × × × ×
ク × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × ● × × ● ● × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × ●
ケ × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × ● × × ● × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × ●
コ × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × ● × × ● × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × ●
サ × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × ● × ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × ●
シ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ● ● × × × × × × × × × × × × × ×
ス × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × ● ● ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● × × × × × × × × × × × × ×
セ × ● × × × × ● × × × × × × × × × × ● × × ● × ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● × × × × × × × × × ×
ソ × ● × × × × ● × × × × × × × × × × ● × × ● × ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × ● ● × × × × × × × × × ×
タ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● × ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × ×
チ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● × ● ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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第１節　開発事業の基準等 第３節
指定建築
物の基準

第４節
特定土地利用の基準

条
項

内
容

趣
旨

定
義

適
用
範
囲

一
の
開
発
事
業
と
み
な
す
場
合

道
路
を
設
置
す
る
場
合
の
事
業
区
域

総
合
計
画
等
へ
の
適
合

自
然
的
環
境
の
保
全
等

津
波
等
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
配
慮

開
発
事
業
の
計
画
の
策
定

事
前
相
談

犯
罪
の
予
防
措
置
に
関
す
る
協
議
の
要
請

事
前
相
談
報
告
書
の
提
出

生
活
環
境
の
保
全

地
域
脱
炭
素
化

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
の
た
め
の
空
地
の
確
保

事
業
区
域
周
辺
道
路
へ
の
配
慮

開
発
事
業
に
関
す
る
協
定

開
発
事
業
の
変
更
の
申
請

敷
地
面
積
の
最
低
限
度

緑
化
等

樹
木
の
保
存
等
の
措
置
に
関
す
る
基
準

自
動
車
駐
車
場
の
附
置

中
高
層
建
築
物
に
つ
い
て
の
措
置

住
宅
等
の
販
売
等
に
お
け
る
配
慮

計
画
公
開
等
結
果
報
告
書
の
確
認

市
長
と
の
協
議

開
発
事
業
の
申
請

開
発
基
準
の
適
合
審
査

開
発
基
準
の
適
合
確
認
通
知
等

近
隣
住
民
等
へ
の
説
明

近
隣
住
民
説
明
実
施
報
告
書
の
提
出

近
隣
住
民
説
明
実
施
報
告
書
の
確
認
等

周
辺
住
民
等
へ
の
説
明

計
画
公
開
等
結
果
報
告
書
の
提
出

計
画
公
開
等
結
果
報
告
書
の
閲
覧

文
化
財
の
保
護
等

防
災
措
置

工
業
地
域
内
の
住
宅
開
発

大
規
模
開
発
の
特
例

大
規
模
な
事
務
所
の
特
例

商
業
系
地
域
の
荷
さ
ば
き
の
た
め
の
自
動
車
駐
車
場
の
附
置

自
転
車
等
駐
車
場
の
附
置

自
動
車
駐
車
場
附
置
の
特
例

ま
ち
づ
く
り
空
地

中
高
層
共
同
住
宅
の
戸
数

そ
の
他
の
行
為
の
基
準

葬
祭
場
の
設
置
基
準
等

ワ
ン
ル
ー

ム
建
築
物
に
関
す
る
基
準

特
定
土
地
利
用
の
立
地
基
準

墓
地
等
の
設
置
基
準
等

動
物
霊
園
の
設
置
基
準
等

コ
イ
ン
パ
ー

キ
ン
グ
の
設
置
基
準

集
会
所
等

非
常
警
報
施
設

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

緊
急
離
着
陸
場
等

敷
地
の
分
割
の
制
限

公
共
施
設
の
管
理
及
び
帰
属

行
為
着
手
等
の
制
限

工
事
の
施
工
方
法
等
に
関
す
る
協
定
の
締
結
等

工
事
の
届
出

工
事
の
施
工

工
事
の
検
査
等

建
築
物
等
の
使
用
開
始
の
制
限

条
項

内
容

道
路
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
特
例

公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
道
路
基
準
の
特
例

公
園
、

緑
地
等

排
水
施
設
等

防
火
水
槽

公
益
的
施
設
の
設
置
等

消
火
栓
等

そ
の
他
の
公
益
的
施
設

都
市
計
画
施
設
の
整
備

公
共
公
益
施
設
の
費
用
等
の
負
担

環
境
整
備
へ
の
協
力

公
共
公
益
施
設
用
地
の
譲
渡

ご
み
集
積
施
設
等

ご
み
減
量
化
設
備

防
災
資
機
材
倉
庫
等

地
位
の
承
継

報
告

工
事
の
停
止
及
び
中
止
の
勧
告

是
正
命
令

立
入
検
査

公
表

公
益
的
施
設
の
帰
属

協
力
金
の
納
付
時
期

適
用
除
外

事
業
の
廃
止

動
物
霊
園
の
設
置
基
準
等

道
路
・
道
路
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
特
例

中
高
層
共
同
住
宅
の
戸
数

墓
地
等
の
設
置
基
準
等
・
動
物
霊
園
の
設
置
基
準
等

墓
地
等
の
設
置
基
準
等
・
動
物
霊
園
の
設
置
基
準
等

協
議
の
要
請

委
任

罰
則

両
罰
規
定

適
用
範
囲

都
市
景
観
課
（

風
致
担
当
）

　
　
　
・

み
ど
り
公
園
課
（

み
ど
り
担
当
）

斜面地建
築物の緑
化等につ
いての措
置

特定斜面
地の宅地
造成にお
ける擁壁
の高さ等

都
市
景
観
課
（

風
致
担
当
）

第２節　斜面地建築
物の建築及び特定斜
面地における宅地造
成の基準

道
路

道
路
（

前
面
道
路
の
幅
員
の
努
力
規
定
）

第３章　開発事業の基準等

罰則

斜
面
地
建
築
物
の
緑
化
等
に
つ
い
て
の
措
置

自
動
車
駐
車
場
の
附
置

自
動
車
駐
車
場
の
附
置

自
転
車
等
駐
車
場
の
附
置

環
境
整
備
へ
の
協
力

排
水
施
設
等

道
路

道
路
・
道
路
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
特
例

道
路

道
路

道
路
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
特
例

公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
道
路
基
準
の
特
例

敷
地
面
積
の
最
低
限
度

緑
化
等


